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第３２回　安来市農業委員会総会議事録 

 

令和８年２月２４日（火） 　安来市伯太庁舎２０１会議室 

 

１．出席委員 

１番　岩﨑　金己君　　　２番　添田　俊之君　　　３番　新田　　徹君　　　４番　横山　芳明君 

５番　永塚　知芳君　　　６番　足立　仁行君　　　７番　北中　宏一君　　　８番　木戸　芳己君 

９番　武上　隆雄君　　１０番　仲佐　久子君　　１１番　北川　正幸君　　１２番　新田　里恵君 

１３番　塩見　秀雄君　　１４番　渡邊　克実君　　１７番　吉村　　正君　　１８番　齋藤　　哲君 

１９番　渡辺　和則君 

 

２．欠席委員　　１５番　佐々木吉茂君　 

 

３．出席者 

農業委員会事務局 

事務局長　光嶋　宏政君　　係長　遠藤　和喜君　　主任　越野　綾香君 

 

安来市農林振興課 

主任　日向　直之君 

 

４．議事案件 

日程第　１  議事録署名委員の指名 

日程第　２  会期の決定 

日程第　３  議第１３１号　　農地法第３条の規定による許可について 

日程第　４  議第１３２号　　農地法第４条の規定による許可について 

日程第　５  議第１３３号　　農用地利用集積等促進計画に対する意見について 

日程第　６  報第１３３号　　農地法第３条の３の規定による届出の受理について 

日程第　７  報第１３４号　　農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知について 

日程第　８  報第１３５号　　土地改良区からの地目変更届出の通知について 

日程第　９  議第１３４号　　所有者を確知できない農地の告示について 

 

５． 議事 

○午後２時００分　開会 

議長：齋藤　哲君 

それでは、定足数に達しましたので、これより第３２回安来市農業委員会の総会を開会します。 

 

○日程第１ 

議長：齋藤　哲君 

日程第１　議事録署名委員の指名を議題といたします。議事録署名委員は、委員会会議規則第１３条に

より　１７番　吉村委員、１９番　渡辺委員　を指名いたします。 

 

○日程第２ 

議長：齋藤　哲君 

日程第２　会期の決定　を議題とします。お諮りいたします。今総会は本日１日としたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

 

【「異議なし」の声多数】 
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議長：齋藤　哲君 

ご異議なしと認めます。よって総会は本日１日と決定いたしました。 

 

○日程第３ 

議長：齋藤　哲君 

日程第３　議第１３１号　農地法第３条の規定による許可について　を議題とします。この際、除斥の

必要がある　５番案件　を先に審議します。つきましては、農業委員会等に関する法律第３１条第１項 の

議事参与の制限により、１２番　新田委員の退席を求めます。 

 

【１２番　新田委員　退席】 

 

議長：齋藤　哲君 

５番案件について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局係長：遠藤　和喜君 

議第１３１号についてご説明いたします。２ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり

農地法施行令第１条の規定により申請がありましたので審議を求めるものです。６ページに５番案件を掲

載していますのでご覧ください。この許可申請は、賃借権設定です。案件の詳細につきましては、後ほど

地元委員から報告していただきます。 

５番は、経営拡大による賃借権設定で、農地法第３条第２項各号の規定に関する要件につきまして、許

可基準を満たしています。通作距離は約１．８ｋｍ、農機具はトラクター１１台、コンバイン９台、田植

機５台、薬剤散布機２台を所有しています。譲受人は農地法第２条第３項各号に規定する農地所有適格法

人で、農地法第３条第２項第２号の要件も満たしています。業務を執行する役員及び組合員は１４名で、

必要な農業従事日数を全ての方が満たしています。この農地の賃料は、■■です。以上です。 

 

議長：齋藤　哲君 

説明が終わりました。地元委員からの説明を求めます。５番の案件について　３番　新田委員　お願いし

ます。 

 

３番：新田　徹君 

５番案件につきまして、３番新田徹が説明させていただきます。譲渡人は大変病弱でありまして、営農

の継続は難しいということで経営の縮小を希望されています。譲受人は先ほど事務局から説明がありまし

たとおり、周辺の農地を幅広く営農しておられます農事組合法人でありまして、周辺農地に影響を及ぼす

ことはないと考えます。委員の皆様のご審議をお願いいたします。以上です。 

 

議長：齋藤　哲君 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

【「ありません」の声】 

 

議長：齋藤　哲君 

質疑がないようですので採決いたします。５番の案件について申請を許可することに賛成される方の挙

手を求めます。 

 

【全員挙手】 
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議長：齋藤　哲君 

全員賛成ですので、５番の案件について、許可することで決定されました。１２番　新田委員の除斥を

解除します。 

 

【１２番　新田委員　着席】 

 

議長：齋藤　哲君 

続きまして、１番から４番、６番から７番の案件について事務局の説明を求めます。 

 

事務局係長：遠藤　和喜君 

それでは、１番から４番、６番から７番についてご説明いたします。３ページから６ページに案件を掲

載していますのでご覧ください。今月の農地法第３条の許可申請は先ほどの５番案件を含め７件で、所有

権移転が６件、使用貸借権設定が１件です。案件の詳細につきましては、後ほど地元委員から報告してい

ただきます。 

１番は、生前受贈による所有権移転で、農地法第３条第２項各号の規定に関する要件につきまして、許

可基準を満たしています。通作距離は約２ｋｍ以内、農機具はトラクター１台、田植機１台、コンバイン

１台、軽トラック１台を所有しています。労働力は、本人、父、母の３名となります。この農地の対価は、

■■です。 

２番は、生前受贈による所有権移転で、農地法第３条第２項各号の規定に関する要件につきまして、許

可基準を満たしています。通作距離は約２ｋｍ、農機具は田植機１台、コンバイン１台、トラクター１台

を所有しています。労働力は、本人、父、母の３名となります。この農地の対価は、■■です。 

３番は、経営拡大による所有権移転で、農地法第３条第２項各号の規定に関する要件につきまして、許

可基準を満たしています。通作距離は１００ｍ以内、農機具は耕運機１台を所有しています。労働力は本

人、妻の２名となります。この農地の対価は、■■です。 

４番は、譲受人の家の隣接地であり維持管理するための所有権移転で、農地法第３条第２項各号の規定

に関する要件につきまして、許可基準を満たしています。通作距離は１００ｍ以内、農機具の所有はあり

ません。労働力は本人、妻の２名となります。この農地の対価は、■■です。 

６番は、経営拡大による所有権移転で、農地法第３条第２項各号の規定に関する要件につきまして、許

可基準を満たしています。通作距離は約３００ｍ、農機具は田植機１台、コンバイン１台、トラクター１

台、乾燥機２台、籾摺り機１台を所有しています。労働力は本人、妻の２名となります。この農地の対価

は、■■です。 

７番は、経営拡大による所有権移転で、農地法第３条第２項各号の規定に関する要件につきまして、許

可基準を満たしています。通作距離は約１００ｍ、農機具は田植機１台、コンバイン１台、トラクター１

台を所有しています。労働力は本人、子、子の妻の３名となります。この農地の対価は、■■です。以上

です。 

 

議長：齋藤　哲君 

説明が終わりました。地元委員からの説明を求めます。１番と２番の案件について　８番　木戸委員　お

願いします。 

 

８番：木戸　芳己君 

８番　木戸でございます。１番案件について説明させていただきます。これは親子間の生前贈与でござ

いまして、この贈与に係りまして農地の形態の変更はありませんので、このまま子が使いますので審議の

ほどよろしくお願いします。２番案件につきまして、これも生前贈与で、譲渡人は高齢に伴い、息子が耕

作を引き継ぐと、この土地についても農地の形状の変更はございませんので、引き続きこのまま使います

ので、委員の皆さんの審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議長：齋藤　哲君 

３番の案件について　５番　永塚委員　お願いします。 

 

５番：永塚　知芳君 

５番　永塚です。３番案件についてご説明させていただきます。譲渡人はごく最近施設に入り、そこの

家自体は空き家という状態でざいます。譲受人が３年前より田んぼを管理し、耕作しておりました。誰も

見る者がいないから買ってくれという話から譲渡することになりました。現在も譲受人が耕作しておりま

すので、周りに迷惑をかけることはございません。審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

 

議長：齋藤　哲君 

４番の案件について　１４番　渡邊委員　お願いします。 

 

１４番：渡邊　克実君 

１４番　渡邊でございます。それでは４番案件についてご説明いたします。この譲渡人でございますけ

ども、この方の実家のお姉さんが亡くなられたということで、実家に相続される人がおられませんで、実

家の土地を相続したということでございます。耕作並びに維持管理が大変難しいということで、譲受人の

家の隣接地でございますので、■■で所有権移転という形になったということでございます。従いまして

周辺農地等への影響はないと考えます。委員の皆様のご審議よろしくお願いいたします。 

 

議長：齋藤　哲君 

６番と７番の案件について　１１番　北川委員　お願いします。 

 

１１番：北川　正幸君 

１１番　北川です。６番案件の説明をします。譲渡人は数年前に父親と兄弟が亡くなりまして、農地を

相続したものです。昨年までは利用権設定をしながら近くの人に作ってもらっておられましたけども、そ

の方も今年は作らないということで探しておられたんですけども、地区の推進委員さんのお世話で今度こ

の譲受人が耕作することになりました。ちょうど譲受人が隣り合わせの田んぼを耕作しておりますので、

近隣に影響はないものと思います。それから７番案件ですが、これも譲渡人は同じですので、条件は一緒

ですけども、昨年までこの方が耕作されておられまして、続けて譲り受けて耕作したいということで近隣

に影響を与えることはないと思いますので、委員の皆様の審議のほどよろしくお願いします。以上です。 

 

議長：齋藤　哲君 

説明が終わりましたので、一括して質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

【「ありません」の声】 

 

議長：齋藤　哲君 

質疑がないようですので一括して採決します。これらの案件について申請を許可することに賛成される

方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

議長：齋藤　哲君 

全員賛成ですので、１番から４番、６番から７番の案件について、許可することで決定しました。 

 

○日程第４ 

議長：齋藤　哲君 
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日程第４　議第１３２号　農地法第４条の規定による許可について　を議題とします。事務局の説明を

求めます。 

 

事務局係長：遠藤　和喜君 

議第１３２号についてご説明いたします。７ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり

農地法第４条第２項の規定により申請書の提出がありましたので審議を求めるものです。８ページに案件

の内容、９ページに申請位置の地図をつけておりますのでご覧ください。今月の農地法第４条の許可申請

は、１件です。案件の詳細につきましては、後ほど現地調査班から報告していただきます。 

１番は、農業公共投資の対象農地であることから、農地の区分は第１種農地と判断します。転用の目的

は、店舗の建設です。申請人はイチゴを主とした農業を経営されていますが、イチゴをはじめとした果物

や、生産したイチゴの加工品の販売をするための店舗の建設を計画されました。このため、自宅の敷地の

一部と隣接地である申請地の農地と合わせて、店舗の敷地とするため転用するものです。これは農地法施

行令第４条第１項第２号イ「農畜産物処理加工施設及び農畜産物販売施設」に該当すると考えております。

以上です。 

 

議長：齋藤　哲君 

説明が終わりました。地元委員から申請場所の説明を求めます。１番の案件について　６番　足立委員お

願いします。 

 

６番：足立　仁行君 
【位置図により場所説明】 

 

議長：齋藤　哲君 

次に、現地調査報告を　２班　８番　木戸委員　お願いします。 
 

８番：木戸　芳己君 
失礼します。今月の現地調査班は２班で、木戸が発表させていただきます。永塚班長、添田委員、北川

委員、渡邊委員、吉村委員、木戸、事務局から局長、遠藤係長で１時半から農業委員会会議室で概要説明

を受けた後、現場に出向きました。現場では地元委員の説明を受けました。９ページの位置図をご覧くだ

さい。西側、市道の高さと同等の高さで整地し、雨水は西側と東側の既設の水路に流し、汚水は合併浄化

槽にて既存水路に流します。北側に自宅があります。西側は法面、東側は法面とＬ型擁壁で、周辺農地、

水路等への土砂の流出を防ぎます。この敷地に店舗、木造平屋建て３６㎡を建設いたします。なお、この

事業に関しまして土地改良の許可証、利害関係人の承諾を得ており、現地調査班としては許可妥当だと考

えております。委員の皆様の審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 
 

議長：齋藤　哲君 

地元委員から補足がありましたら説明をお願いします。 

 

【「ありません」の声】 

 

議長：齋藤　哲君 

ないようですので、１番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

【「ありません」の声】 
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議長：齋藤　哲君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について申請を許可することに賛成される方の挙手を求

めます。 

 

【全員挙手】 

 

議長：齋藤　哲君 

全員賛成ですので、本件については許可することで決定されました。 
 

○日程第５ 

議長：齋藤　哲君 

日程第５　議第１３３号　農用地利用集積等促進計画に対する意見について　を議題とします。この際、

農業委員会等に関する法律第３１条第１項 の議事参与の制限により、２番　添田委員の退席を求めます。 

 

【２番　添田委員　退席】 

 

議長：齋藤　哲君 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局係長：遠藤　和喜君 

議第１３３号についてご説明いたします。１０ページをご覧ください。このことについて、別紙のとお

り農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定により意見照会がありましたので審議を求

めるものです。計画につきましては、１３ページ下段の表の「利用集積等促進計画件数、面積」の欄をご

覧ください。今月は、賃借権３０９件、面積７３万８千８０５.４５㎡、使用貸借権３４件、面積４万４千

５４１㎡、全体で３４３件、総面積が７８万３千３４６．４５㎡となっています。詳細につきましては、

農林振興課から説明があります。以上です。 

 

農林振興課主任：日向　直之君 
議第１３３号についてご説明いたします。詳細は１４ページから４２ページまでです。今月の農用地利

用集積等促進計画は、すべてしまね農業振興公社を通じた利用権設定です。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 
 
議長：齋藤　哲君 

只今、説明がありました。質問や意見のある方はご発言をお願いします。 

 

【発言なし】 

 

議長：齋藤　哲君 

意見がないようですので、本件について「意見なし」で回答することについて、賛成される方の挙手を

求めます。 

 

【全員挙手】 

 

議長：齋藤　哲君 

全員賛成ですので、本件については「意見なし」で市長に回答することで決定しました。２番　添田委

員の除斥を解除します。 
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【２番　添田委員　着席】 

 

○日程第６ 

議長：齋藤　哲君 

日程第６　報第１３３号　農地法第３条の３の規定による届出の受理について　を議題とします。事務

局の説明を求めます。 

 

事務局係長：遠藤　和喜君 

報第１３３号についてご説明いたします。４３ページをご覧ください。このことについて、別紙のとお

り農地法第３条の３の規定による届出を受理しましたので報告するものです。４４ページから５１ページ

に届出内容を載せていますのでご覧ください。今月の届出については１１件で、相続が１１件です。以上

です。 

 

議長：齋藤　哲君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

○日程第７ 

議長：齋藤　哲君 

日程第７　報第１３４号　農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知について　を議題としま

す。事務局の説明を求めます。 

 

事務局係長：遠藤　和喜君 

報第１３４号についてご説明いたします。５２ページをご覧ください。このことについて、別紙のとお

り農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知がありましたので報告するものです。５３ページか

ら５５ページに案件を掲載していますのでご覧ください。今月の農地法第１８条の規定による解約につい

ては３件で、農業経営基盤強化促進法による賃貸借の解約３件です。以上です。 

 

議長：齋藤　哲君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

○日程第８ 

議長：齋藤　哲君 

日程第８　報第１３５号　土地改良区からの地目変更届出の通知について　を議題とします。事務局の

説明を求めます。 

 

事務局係長：遠藤　和喜君 

報第１３５号についてご説明いたします。５６ページをご覧ください。このことについて、別紙のとお

り土地改良区からの通知がありましたので報告するものです。５７ページをご覧ください。今月の通知は

３件で、すべて畑に地目変更です。以上です。 

 

議長：齋藤　哲君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

○日程第９ 

議長：齋藤　哲君 

日程第９　議第１３４号　所有者を確知できない農地の告示について　を議題とします。事務局の説明

を求めます。 
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事務局係長：遠藤　和喜君 

議第１３４号についてご説明いたします。５８ページをご覧ください。このことについて、別紙のとお

り農地法第３２条第３項（同法第３３条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく告示につき

まして、審議を求めるものです。５９ページから６２ページに告示（案）を、６３ページから６４ページ

に位置図を掲載しておりますのでご覧ください。この告示につきましては、農地の所有者ごとに行います

ので、２件の告示となっております。 

今回の対象農地は、すべて農地法第３３条第１項、「耕作の事業に従事する者が不在となり、又は不在と

なることが確実と認められるものとして農林水産省令で定める農地」に該当します。これらの農地はこれ

まで農地中間管理事業による利用権設定が行われ、耕作を行ってきたものですが、所有者が亡くなられ、

相続人が判明しなかったことから、耕作の事業に従事するものから農業委員会に申出があり、相続人を探

索しました。しかしながら、法令で定める範囲内の探索では所有者等が判明しませんでしたので、この告

示により所有者等に対して申し出をするよう、その方法と期間を公示するものです。 

なお、この告示が行われた後２か月以内に所有者等からの申し出がなかった場合は、農地法第４１条に

基づき農地中間管理機構に通知します。その後、農地中間管理機構が県知事の裁定を受けることにより、

耕作者は機構を通じて利用権設定を受け、所有者不明農地でも耕作ができるようになります。この利用権

設定にあたっては、所有者が不明で、機構が借地料を国に供託する必要があることから、使用貸借は認め

られず、賃貸借契約となります。以上です。 

 

議長：齋藤　哲君 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

【「ありません」の声】 

 

議長：齋藤　哲君 

質疑がないようですので採決いたします。この案件について提出原案のとおり告示することに賛成され

る方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

議長：齋藤　哲君 

全員賛成ですので、提出原案のとおり所有者を確知できない農地を告示することで決定しました。 

本日の議案の審議は全て終わりました。以上で、第３２回安来市農業委員会　総会を閉会します。 

 

○午後２時３６分　閉会 


